


防災総合訓練
1996年 1月17日

震災から 1年目の 1月17日、武廊川河川敷公園で防災総合訓練を実施した。

災者発生時に市と県、自衛隊、各事業所などが緊密に迎携協力し、迅速に対応できるよ

う行ったもので、約550人が参加。

震度7の激裳を想定し、負傷者の救出、被害状況の把握、緊急物資の搬送などのほか、

ポランティアによる炊き出し活動なども実施。かつてない規校の訓練に、参加者は真剣な

表梢で取り組んだ。



防災訓練開始前、全員で一分間の黙面
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182 ヘリコプターによる救援物資の輸送訓練



応急給水訓練

ボランティアによる炊き出し訓練
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弟 4早

救援・復旧対策の実施

1 人的対策

(1) 紺織の改正等

県南部地震で被害を受けた市街地の復興事業椎進

などのため、平成 7年4月1日付で組織を一部改編

した。

主な改正内容は、都市開発部を都市復典部に改称

し、部内の維織編成を変更し、まちづくり推進室、

宝塚駅前再開発室、新都市推進室を廃止するととも

に、開発計画課、再淵発事業課、区画整理事業課な

どの 6課を、宝塚駅前再開発担当湯本再開発 ・1憂良

建築物担当、売布 ・仁川再開発担当、中筋北区画整

理担当、高区画整理担当、小林 ・中筋南区画整理担

当、住葬凜整備担当に改めた。 （次頁の表、参照）

(2) プロジェク トチームの設置

平成 7年 1月19日、倒壊家屋処理について 4部（都

市整備部、都市復典部、道路部、下水道部）協談に

より、宝塚市解体処理方針を決定し、倒壊家｝盗解体

プロジェクトチームを設骰した。

倒壊家屋解体プロジェクトチーム 平成7年2月17日現在

道 路 部 長

下水迫部艮

都市整1ii1部 次長

都市復興部 次長

近路部 次・艮

下水道部 次長

都市整備部 課長

都市復典部 課長

道路部 課•L乏
下水逍部 課長

【窓口］

都市整備部 係長係貝

都市復興部 係長係具
道路部 係長係貝

下水道部 係長係貝
ポランティア

現境 ・経済部参事

【自 衛 隊 班） ［業者班】
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倒壊家屋等解体処理計画

,.,'••成 7 年 3 月 6 日

迫路部 ・下水逍部

1 処理方針

解体 ・処理の申し込みがあ り、解体 ・処理対泉家屋等とすることに決定したもので、緊怠性の高いものから9Ilti次

解体に沿手し、工作物等の解体についても順次芯手する。

2 解体対象物件（見込み）

解体申し込みの受付期間は正式には 2月20日までてあったが、現在もなお少数ではあるが1.IIし込みが続いている。

2月末日までに家屋所有者から提出された巾込柑の受付件数及び申込也の手渡し件数を参考に、現II寺点での解体

処理実行見込み戸数は約4.900戸で、この内市による解体戸数は約3,800戸、自己解体は1.100戸と見込まれる。

申込等受付件数 6.070件 （平成 7年2月28日現在）

［内訳］ ① 家J盛解体申込 4,869件

市解体分 3.729件

自己解体 1.140件

② プロック塀除去 392件

③ 瓦礫処分 809件

3 解体の方法

解体処理を行う家産のうち、緊急↑ii・：があり一定の要件を真備するものについては、一部自衛隊により解体するも

のとし、その他は全て業者による解体処理とする。

(1) 自衛隊 3班（最大4班）

・木造家座を担当

・売布］丁目 ・売布 2丁目 ・星の荘地区から滸手し、）I順次地域を定めて英施

・処理計画戸数 150戸

(2) 業者班 150班 (111社が単価契約見込み）

・市内全域

・処理計画戸数 3.650戸

4 解体処理期間 約 4ヶ月

解体処理を行う家崖については、全て 5月の末日迄に完了することを 目指す。

（雨期までに完了）

自衛隊班 • 平成 7 年 2 月 7 日～平成 7 年 3 月 31 日まで

業者班 • 平成 7 年 2 月 13日～平成 7 年 5 月 31 日まで

5 廃梨物の仮骰場

可燃物 大阪砕石及びサングリーン1m発地

不燃物 武耶／l|河川敷及ぴサングリーン1開発地

6 その他

自衛隊の従事期間、班編成の変更により、また、業者の施工能力に変更が生じたときは、別途の方法を用いて期

間内の完了を目指すものとする。
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2 財政対策

(1) 磁 災復旧に対する国等へ の要 望活動

彼災発生後ただちに、被災者の生活安定と 、復旧

にむけての財源の手立て等に関して、市単独又は被

災各市と合同で、国及び県による支援についての要

望活動を実施した。

要望の主な内容は、住宅に困窮する被災者に対す

る抜本的な住宅対策、被災者の生活支援対策、復興

事業にかかる地方財政支援措附など。要望先、要望

年月 Hなどは次のとおりである。

① 国等への主な要望事項

＠ 捉災復邸事業にかかる起1翡対象範囲の拡大及び

佑遠期限、措骰期間の大幅な延長について

＠ 復典住宅の供給と被災市街地而的整備事業等に

かかる財政支援について

＠ 被災者の生活支援 • その他財政支援について

＠ 災害公営住宅等の公的住宅施策に対する財政支

援について

＠ 危険民有宅地の復旧に対する財政支援について

＠ 倒壊家屋等解体処理に係る財政支援について

＠ 応急仮設住宅の環境向上について

＠ 災害公営住宅建設用地に係る国廊補助制度の創

設について

＠ 普通交付税不交付団体に対する財政上の配慇に

ついて

＠ 地盤が変動した住宅地

への対策に係る支援につ

いて

＠ 公共賃貸住宅の大屈供

給の促進について

＠ 市街地再開発事業絆施

行区域内での被災物件の

取り扱いについて

＠ 道路、河川、下水道等

の公共施設の早期復旧の

ための財政支援について

＠ 被災市街地復判特別措

悩法の早期制定について

＠ 応急仮設住宅の必要個

数の早期確保について

平成 7年 1月30日

2月18日

2月20日

4月13日

5月1813

7月271:I

11月29EI

12月16n

平成8年2月13日

2月1813

＠ 住宅 ・都市脆備公団による市街地復興の支援に

ついて

＠ 建物焼損 ・倒壊後の民有地のがれきの搬送、投

梨、排出等の財政上の援助について

＠ 倒壊家屋等の廃材、ガレキの撤去及び搬送に係

る自衛隊の派造について

＠ 中小企業をはじめとする民間企業者の復旧に要

する賓金「政府系金融機関」の甘糾脊制度の拡充 ．

融脊条件の拡充、憩脊条件の緩和について

② l国等への要望活動 （下表、参照）

(2) 災害関係経費の状況

震災による甚大な被害から一日も早い市民生活の

回復 • 安定と都市機能の回復を図るため、全力をあ

げて復旧事業に取り組んできた。しかし、今なお仮

設住宅での生活を余儀なくされている市民もあり恒

久的住宅の建設 ・確保が急務となっている。 しか

し、本市の財政状況は、バプル経済崩壊に始まり税

制改革によるi咸税、従災による減免等により、 市税

収入が市制施行以来初めて平成 5年より 3年連続し

てマイナスとなり、危機的ともいえる厳しい状況下

にある。

このような認識のもと 、災害復旧をはじめとする

多額の市俵発行を行わざるを得なかったことから市

俯残高が急増しており 、後年度の公俵骰負担が大幅

に増加している。

「まちの復奥」は、市民の悲顔であり国家（Iり緊急

課題である。復典には、今後も相当な財源が必要で

国等への要望活動

• rliから限知事宛て
・市から内閣総理大臣宛て

・市から建設大臣宛て

・市から国務大臣（殷災対策担当）宛て

・市から与党災吾復典プロジェクトチーム座長宛て

・被災 3市（西宮、芦l産）合1tilで大蔵、自治、建設、匝生、国
務（地従対策担当）の各大臣宛て

・被災 6市（西宮、芦屋、尼崎、伊丹、川西）合IHIで内閣総理、
大蔵、自治、建設、原生、国務（地裟対策担当）の各大臣宛て

・被災 3市（洒宮、芦崖）合lfilで、自治、建設、匝生の各大臣
宛て

・市から自治、建設、匝生の各大臣宛て

・被災 3市（西宮、芹J至）合1rilで、自治、建設、駆生の各大臣
及び国土庁長官宛て

・市からl罪生大臣宛て

・市から内1附l総理大臣宛て ※以後においても要望は続く



あり 、多額の財源不足が見込まれており、今後とも、

市として最大限の自助努力を行う一方、国 ・県にも

財政支援を引続き要望していく。

現在までの震災関係経費の主な状況は以下のとお

りである。

① 平成 6 年度 • 平成 7 年度決符状況

ア 平成6年度・・・…震災復旧事業を中心に、災害

援隈質金貸付金事業 ・災害ift掃骰（被災建物解体）

事業を実施した。

復旧事業の主な事業は、文教施設（学校閲係）従

災復旧事業 ・下水道災害復旧（繰出金）事業 ・公共

土木施設災害復IEI（道路）事業で、他に災害救助我 ・

災害弔慰金等の事業を実施した。

イ 平成 7 年度·…••平成 7 年度は 、 災害復1日事業

から都市復典に向けて事業を実施した。

災害復興の主な事業は、災害公営住宅建設事業 ・

市街地再湖発 事業 ・街路事業 ・道路事業 ・区画整

理事業 ・下水道事業等となっている。

また、復旧事業について、前年度からの繰越事業

として、文教施設（学校関係）震災復旧事業 ・下水

道災害復旧（繰出金）事業 ・公共土木施設災害復旧

（道路）事業で平成 6年度と同様の事業を実施した。

他に、 市税減免遥付金 ・災害閾係貸付金等の事業

を実施した。

※事業牲についての平成 6 年度 • 平成 7 年度の決符

額は、次頁の別表のとおり。

(3) 税・使用料の減免

① 税制上の対応

ア 阪神・淡路大震災による市税の納付及び申告

の期眼の延長

従災発生後、当分の間平常の生活及び生業を営む

ことが困難であった状況に錐み、宝塚市市税条例第

19条の 2の規定に基づき 、国税並びに県税に併せる

形で、市税に関する申告、納付等の期限を平成 7年

1月17日以降に到来するものについて、平成7年 3

月31日まで延長した。 （下表、参照）

また、法人市民税に係る申告 ・納付の期限及び個

人市県民税の申告期限をさらに平成 7年 5月31日ま

で延長した。

イ 平成7年度の市税の納期の変更

平成 7年度の市税の課税通知を行うためには、阪

神・淡路大従災による被害が甚大であった状況下で、

市税の減免のための資料•収集が不可欠であった。と

ころが約12万件の家屋被害調査の見通しがつき 、ま

た確定申告の受付が終了したのは、 5月末であった。

課税事務の日程を考えると 、市県民税領及び固定賓

産の価格等の決定は、どんなに早くても 8月初めで

あったことと 、市民の負担を軽減しようとする配慇

から、納期を次の表のとおりとした。

税 目 納 期 可針ゞ： 

個人市県民税 第1期平成7年8月17日～8月31日

僭通徴収） 第2期 10月17日～10月31日
第3期 12月181:1-12月27日
第4期平成8年］月171:1~l月3113

個人市児民税 平成7年8月から平成8年5月までの
（特別徴収） 侮月

固定査産税 第1期 平成7年9月18日～10月2H 
都市計画税 第2期 JI月17日～11月30日

第3期 12月18日～12月27H
第4期平成8年2月19日～ 2月29日

軽自動車税 平成7年6J1 l日～ 6月30日

特別土地保有税 保有分は平成7年10月2H 
（申告納付の納期限） 取得分は10月2Elと平成8年2月29日

納期
市県民税（特別徴収）平成7年 1・ 2月分
市県民税（随II寺課税分）

個人 市県民税（普通徴収）の申告期限（平成7年3月15日）
申告 市県民税（特別徴収）に係る給与支払報告科の提出期限

住 民 税
（平成7年 1月31日）

法人市民税（申告納付）
平成 7年 1月17日以降に申告期限が到来するもの

（例） 11月決符法人（平成7年 1月31日）
12月決符法人（平成7年2月28EI)

固定脊逝税 固定査産税 (1伐却脊産）の申告期限（平成7年1月31日）

特別土地保有税（申告納付） 2月申告分（平成7年 2月28日）

入場税（申告納付）平成7年 1月17日以降に申告期限が到来するもの

第4章 救援・復旧対策の実施 189
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項 BL 

公共土木施設災害復IR事業

道 路

河 l l l 

IJ._ヽ、 園

Tli裳住宅

怠傾斜•地対策

下水道災祝復1日事業（繰出金）

牒林施設災祖複IH事業（ため池）

厚生労働施設災害復l[l事業

保 脊 所

隣 保 館

1|i民会館約

小 計

衛生施設

労働施設

文教施設災岩復II□1事業

学校施設

社会教脊施設

社会体育施設

そ（庁の舎他、施iiW設災i庁和舎復、IH盤事位業1等）

公党企菜災1t復IH事業

水迎会計紐出

柄l浣会計紐出

文化財災祝復lH事菜

災祝消1袖1:t（被災建物解休さ｝；）

災布弔慰金

災笞援訊虻舒金i芍付金

災省救助'1¾ . 災乳f対策関係

Ili税減免迎付命（事務'lt含む）

災者関係助成（補助金）

災貨関係1芍付金（融ft)

人 件 1t

小 計 ① 

復典関係経1"t 復 躾 計 画

再 開 発

区画整理

災甚住宅

iii l:）j 施 設

道路 ・街路

下 水 逍

IJ,_ヽ、 園

防災施設等

小 IT!・ ② 

合 n-1・ ①＋②＝③ 

」 _•．祀I材源I―)、J訳 国祁支出金

県支出金

地 方 itt 

そ の 他

一 般 l！オ ii~!

平成 8年度予位は、 9月打1iiLまでの数値

（作成平成8年9月5Li) 

災害関係経費（一般会計）

6年度①決ね猾i 7年It②決符額

2'13.256 I. 765. 173 

243.256 I.467. 759 

゜
33.091 

゜
58.359 

゜
130.042 

゜
75,922 

695.856 233.375 

5. LSO 212.310 

90.814 407,989 

53.654 80.435 

17.316 127.576 

1 9. 84 4 135.887 

90.814 3~3.898 

゜
54.588 

゜
9.503 

720.419 I . 52~ 會 242

704,794 1.392.992 

15,625 76.321 

゜
5~. 929 

3.309 t¥59.683 

25.372 21.458 

11.400 19.200 

]3.972 2.258 

1.000 

1,291,695 9.174.468 

215.000 115.000 

2. 144.200 3,636.300 

373.071 550.826 

゜
I. 183,857 

96.198 357.039 

゜
3,415.560 

392.770 27'1.601 

6.297. JJO 23.332.881 

1.169 II.295 

゜
1,896.897 

゜
698.963 

゜
4.432.208 

゜
5.600 

゜
4,577.557 

゜
272,071 

゜ ゜゜
247.870 

1.169 12.142,461 

6.298、279 35、475.342

1.032. 726 8、871,862

337.989 415.016 

3.029.800 18.801.075 

1.116 2.693.956 

1.896.648 4 ̀  69 3, 4 33 

（．単位 ：千円）

翌年度③繰越領 8年度④—rn：額
合（①～④計） 

235.269 

゜
2.243.698 

235,269 

゜
1.946 .28~ 

゜ ゜
33.091 

゜ ゜
58,359 

゜ ゜
130,042 

゜ ゜
75,922 

゜ ゜
929.231 

95.000 

゜
312.460 

671.182 3,564 1.173.549 

283、267 2.01~ 419.370 

387.915 1.550 534.357 

゜ ゜
155.731 

671.182 3.564 J.109,458 

゜ ゜
54.588 

゜ ゜
9.503 

2.843.874 1,979 5.090.514 

2,843.874 1.979 4,943.639 

゜ ゜
91,946 

゜ ゜
51.929 

37,618 

゜
500.610 

゜ ゜
46.830 

゜ ゜
30.600 

゜ ゜
16.230 

゜
38.018 39,018 

270,758 

゜
J0.736.92] 

゜ ゜
330.000 

゜ ゜
5.780.500 

゜
220.504 1、144.401

゜
100.000 1,283.857 

9.487 183,087 645.81 J 

゜
2,730,294 6. 145.854 

゜
135.509 802.880 

'1.163.188 3.'112.955 37.206. 13'1 

゜
38.163 50,627 

6,017,902 230.321 8.145. 120 

732,326 I.455. 734 2.887.023 

2.074.853 1.309.482 7. 81 6. 543 

196.240 28.656 230,496 

371.941 2.585.825 7,535.323 

272.071 

゜
544 ̀  1 4 2 

900.001 161.280 1,061,281 

385,000 

゜
632.870 

10,950.334 5,809.461 28.903.425 

15. 113. 522 9,222.416 66.109.559 

6.854,186 2.424. 282 19. 183.056 

509.855 88.685 I.351. 545 

3.303,700 3,205.200 28,339.775 

760 1,974.827 '1,670.659 

4,445.021 I.529.tl22 12,564,524 



ウ 固定資産税及び都市計画税の減免

減免を行うため、平成 7年 3月から 5月までの 3

カ月にわたり、損壊状況の全戸調査を実施した。こ

の調査は、職貝50名と建設閣係の民間企業ポラン

ティア50名が2人 l組となり、本市災審対策本部が

行ったものである。調査効率を上げるためには各糾

に 1台の車両が必要であったが、公用車は他部1.＂]の

災害対策で極端に不足しており、調査開始時点では

わずか10台しか割り当てられず、近隣は徒歩、駅周

辺は地車利用、大規模団地については、マイクロパ

ス利用等々の手段を講じながら調査を進めた。

この調査結果に基づく損害割合により、平成 6年

度第 4期相当分及び平成 7年度課税分を対象として

減免を英施した。

災害が発生した場合における災害被害者等に対す

る減免措骰等については、「災害被害者に対する地

方税の減免措悩等について」（昭和39年1]月 7El I~ 

治府第119号自治事務次官通達。以下「災害減免通逹」

という。）の規定に基づき、拮僅を購ずることとさ

れている。しかし、阪神 ・淡路大震災の被害が甚大

であったこと等を考屈し、 この災害減免通達の基準

に滴たない家屋、｛伐却脊涯についても減免を行うべ

く、次のとおり本市の減免基準を定めた。・（土地に

ついては、従前に同じ。）

家屋及び償却頁産の減免割合

損俎・ ilill 合 減免割合

従災による損唐の程度が8割以上 全省ii免除

従災による捐岩の程度が6割以上8
8牡1j

割未満

従災による捐魯の程度が4割以上6
6割

刺未満

従災による損害の程度が2ililj以上4
4 ;1111 

割未満

※従災による損4ふの程度が 1割以上
2消lj

2割未満

※従災による損忠があり 、1tl?』の程
l割

度が1割未満

注：※があるものについては、今回の拡大措置分である。

減免実施状況 （平成7年12月末現在）

工 個人住民税の減免

まず、平成 7年 2月201:1i寸自治事務次官通針lにお

いて、災害i咸免通達の一部が改正され、個人住民税

の減免拮i性の適用が受けられる者の年1i罪］所得金額の

限）文額及び滅免割合ごとの所得金額の区分について、

それまでの約l.6倍の水準に引き上げられた。すな

わち、減免が受けられる最高限度額は、従前の600

万円から1.000万円になり、本市の減免基準につい

ても、同様の改正を行った。

そして、固定脊産税等と同様に、災害対策本部が

行った家｝屋及び家！！オの全戸被宵調査の結果に粘づく

拍署割合により、平成 6年度第4期相当分及び平成

7年度課税分を対象として減免を実施した。

減免割合

合納計所携者得金の額
住宅 ・家lけのtil；打の程1文

3 ;りlじ人」：： 5 ;lflJ牙＜i似i 5割以 I-・.

500万円以下 2分の］を軽減 全頷免除

750万円以下 4分の 1を軽減 2分の 1を軽減

1.000万円以下 8分の 1を軽滅 4分の Iを軽減

納税者本人が死亡した場合 全額免除

納税者本人が1旅杏者となった場合 9割を軽減

減免実施状況 （平成7年12月末現在）

平成7年度

件数 減免額 (IIJ)

市 民 税 l. ltl2. 5'11. 500 
'12.368 

I,IJ iゞ 民 税 54 5. 031. 800 

合 計・ '12.368 l、687.573.300

平成6年度

件数 減免領(|り）

i| J. 民 税 907.'1'19. 300 
37,991 

リ，し 民 税 370.'1'16. 000 

合 ii | ・ 37.991 J. 277. 895. 300 

オ徴収猶予

阪神 ・淡路大震災の被災者に係る徴収猶予につい

ては、地方税法第15条第 1項の規定に非づき次の要

領で行われた。

平成7年度 平成6年度 ・被災事実の確認には、被災証明又

はその写しの提出による。件数 減免額（円）

士 地 143 12.131. 900 

家 届 67,512 2會245,045. 8 3 7 

itt却脊産 229 45.818.000 

合 計・ 67.884 2.302.995.737 

件数 絨免額（円）

136 3,207,600 

65.569 537.iJ 08. 360 

215 11,191.300 

65,920 551. 807,260 

・徴収狛予の期1ii]は）原則として 1年

以内。

・被災者の事梢を考應し、担1呆は徴

収しない。
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徴収猶予の状況 （平成8年1月現在）

区分 件数 金額（円）

法 人 ， 10.732、500
個 人 6 2,884.100 

合計 15 13.616.600 

力 その他の主な税制上の対応（地方税法関係）

・雑損控除の特例適用

個人住民税において、阪神 ・淡路大公筵災により住

宅や家財等の賽産について受けた損失があるとき、

その者の選択により、平成 6年分の所得（平成7年

度課税分）から前倒しで雑損控除を行うことができ

るよう特例が設けられた。

・滅失 ・損壊した家屋 ・伯却賓産の代替家屋 ・代

替査産の特例

阪神 ・淡路大従災により滅失 ・損壊した家）盈 ・f伐

却賓産の所有者等が、平成10年 1月1日までにこれ

に代わる家屋 ・依却脊産を取得し、又は損壊した家

屋の改築若しくは依却脊産の改良をした場合の当該

家屋 ・伯却シtt産に係る固定賓産税等の軽減措骰が設

けられた。

・被災住宅用地の特例

阪神 ・淡路大霰災により住宅が滅失 ・損壊した場

合、平成9年度分までの固定資蔀税及び都市計画税

について、従前住宅用地の特例の適用を受けていた

土地を、引き続き住宅用地とみなす措脳を講じるこ

ととされた。

キ 国民健康保険税の減免

阪神・淡路大震災により家屋が全壊・半壊した世帯

や国民健康保険税の納税義務者が死亡または、熙害

者となった世帯を対象に、固民健康保険税を減免した。

［対象l
・自己が居住する家屋の被災証明杏の内容が全

壊 ・半壊の場合

• 国民健康保険税の納税義務者が、地従を直接の

原因として死亡した楊合又は、 1旅害者になった場合

・転入者で他市町で震災に遭い、その市町の被災

証明が全壊 ・半壊の場合

合計所得領（平成 5年中） 半壊 全壊

600万円以下 10分の 5 10分の10

600万円を超える場合 10分の 4 10分の 8

納税義務者が死亡した場合 10分の10
納税義務者が1骰害者となった場合 l0分の 9

平成 8年1月末現在

平成 6年度従災減免 7,698件 230,612.200円

内 全 壊 2,398件 104.554.700円

半壊 5. 298fq: 125. 996. 000円

平成 8年1月末現在

平成 7年度捉災減免 8.1'13件 '158,322.016円

内 全 壊 2.5llf牛 200.024,567円

半壊 5.630件 258.272,8'19円

② 使用料等の減免措齢

災害による使用料等の減免額の合計は次表のよう

に合計4億8.847万円にのぼった。

事 項 減 免 内 容 減免額（円）

諸証明手数料
被災者住民票 •印鑑証l月筍免除期間平成 7 年 1 月 22 日～ II 月末 44.789件
戸箱謄抄本等 免除期1ill平成7年2月6日～ 8年］月末 II.234.450 

市伯関係証If池の交
所得iil間、評・{llliiil:1月、納税証明等 15,221件

付手致科(l!IR釦It
保険税を除〈）

免除紺JIIIl：平成7年1月221」～同年11)-l30IJ 3,805.250 

建築確認I|1ili 
被災建築物の建替 平成7年4H分～ 8年1)」分

1、700件
手 数 科 27.872.000 

幼 椎 園
被災園児 （全壊又は半壊）免除期間 平成7年2月分～ 8年3月分 14.714.200 

入悛l料・保脊科

枯本健康診査、 基本健康診査 （成人射検診） lliliがん、けがん、大腸がん、乳がん、 子•宮がん検診
集囲 ・団体検診

各種がん検診 免除期間 平成7年4J-l l -12月末
I. 797件
849,500 

水逍使 ll1床l・ 前年度岡期の使用水ilt•しこ晶づき一律 I ヵ 月柑当を減額 310.000.000 

下水追使用科 前年度同期の使用水派に基づき一/atlヵ月相当を減額 120,000,000 

合 計 488.475.400 

う ち 般 会 計 58.475AOO 

う ち 特 別 会 ftI• 120,000.000 

う ち 企 潔 会 R'I・ 310.000.000 



3 災害関連情報 ・広報活動

気造う確認の廻話が殺到し、 当初災害対策本部にか

かってきた電話の大半を占めた。

(1) 災害関連情報
霞災発生直後には、市民からをはじめ、全国各地

から砲話が殺到し490回線の電話に対し、常時50本

の待ち電話が続く状態が続いた。

宝塚市災害対策本部に設骰した電話にも 、安否を

「災害•関連梢報」 は、防災無線と文杏による方法

で周知した。文栂による「災害関連情報」 (1月30

日号～ 2月14日号）は次のとおりである。

災 害関連情報
（お知らせ項目） 平成 7年 1月30日号

● 生活福祉資金特別貸 付 （被災考m)

兵庫県社会福祉協議会では、阪神大ご災により、世帯員の死亡や負傷、住居の損壊等により生活に困窮

し、緊急に生活支援を図るための資金が必要な世帯に対して、当座の生活資金の貸付けを行っています。

貸付限度額 1世帯あたり 1 0万円（特別な事情のある場合 2 0万円）

申込受付場所市役所1階市民相談室特設受付月曜日から金曜日の 10時～17時（祝日除く）

問い合わせ先社会福祉法人宝塚市社会福祉協議会軍話0797-86-5000

● 被災学章の翠入れ （長野県） 一応平成7年3月末まで

①村立中土小学校（冬季寄宿舎兼山村留学センター） 男子5名程度、女子2~3名程度

②村立小谷中学校（冬季寄宿舎） 男女を問わず 5名程度

〈費用〉生活費は無料 〈問い合わせ先〉 0797-81-1028 寺脇さんへ

●大学等受験生への宿泊施設の無料開放

所在地埼玉県戸田市（戸田駅から車で 10分）

〈受け入れ人数及び期間〉 2月1日～3月31日 先;i'J1 0名～30名程度

〈申し込み先〉日本下水道事業団へ 電話048-421-2691 9時30分～ 17時30分

●悪質な修理業者に注 意 を ！

地ごで壊れた屋根を法外な料金で修理する訪問販売等が増えています。屋根を修理されようとする方

は、工事店等で見積をとるなど恒重に検討した上で契約しましょう。

〈契約・解約に関する相談〉 市役所1階宝塚市消枝生活センター 雷話0797-77-2015

●無料臨時法律相 談

市は、この度の地ご災宮によるほんだ家展の補修や建て替え、惜地惜家の権利関係、保険の給付手統き

等について弁殴士による相談を受け付けます。

日 時 1月30日～2月13日 午後1時～4時（土、日も開きます）

予約事前に予約が必要です。市役所市民相談室貨話 0797-77-2003 （直通）

●市内お碑早惰幸

〈無料〉市民向け仮設民呂（市役所内）、少年自然の家（大原野字松尾）、

宝塚高原、スポーツニッボン、旭国際宝塚、新宝塚、大宝塚の各ゴルフ湯（但し、予約必要）

〈有料〉カラカラテルメ（弥生町）、わかくさ湯（大成町）、荒神温泉（旭町）

●叙翠物逗〇配布

〈衣類の配布〉 2月6日～2月末（各週木曜日は除く） 11時～ 18時 配布場所 ‘ノリオホール

〈一般物資の配布〉 2月6日午後1時から各小学校（不要の申し出があった小学校を除く）

一直9 , ——-—• 
● 道路災害状況 調 (1月29日午後5時現在）

〈市道〉道路施設本体408件、家屋倒壊等68 1件 合計1, 0 8 9件（内通行止め残20件）

（県道〉通行止め 塩瀬門戸荘線（長寿ケ丘～湯本町）

〈国道〉通行止め 1 7 6号（パイバス）小浜陸揉他

1 7 6号（旧追）山本束2丁目～中山寺1丁目 他

※詳しい内容は、各避難所・市広報板（市内23 0箇所） にも掲示します。

宝塚市災害対策本祁ロ （沿話 0797-71-1141) 
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災害関連情報
（お知らせ項目） 平成 7年 2月2日号

●被災地の児童生徒を一時受入れ 約 1ヶ月間

城崎郡香住町内の小学校6校・中学校2校（香住町内の一般家庭：ボランティアによるホームステイ）

〈人数〉小学生中心に約 25 0名（中学生、幼稚園児も可） 〈代用〉生活枝等無料

〈問い合わせ先〉香住町教育委員会学校指涵課 電話 0796-36-1111 平89:00,.,17:00 

●路線バスの運行状況

① 2月2日現在、通行止め ・交通渋滞のため運休している路線バス

＊阪急逆瀬川駅～逆瀬台センター運休＊阪急山本～野里～山本駅～逆瀬川駅運休＊宝塚駅～市立病院

•安倉経由 甲子園方面運休＊宝塚駅～市民会館運休

（阪急中山駅～中山ニュータウンは山手4丁目パス停とニュータウン間を折り返し運転）

②現在運転している路線パス（路線により、交通事情による大幅な遅延、運休する場合もあります。）

＊宝塚駅～阪神杭瀬＊逆瀬川駅～西高校前、エデンの固、光ガ丘、甲東園、市役所、市立病院、中野

住宅前、福祉センター＊宝塚南口駅～すみれガ丘＊雲雀丘花屋敷駅～満願寺

《問い合わせ先》 阪急バス宝塚営業所 87-6601 阪神パス宝塚営業所 84-5435 
西谷自動車 91-0414 市役所道路交通企画課 71-1141 

---

●震災以外の家庭ごみの収集について

可燃ごみと資源ごみは、分別して決められた瞳日に排出して下さい。また、 2~3月の粗大ごみの定

期収集は予定通り行います。 （ごみ羅や道路事情等でその日のうちに収集できないことがありますが、

ご了承下さい。） 《問い合わせ先》 市クリーンセンター 電話87-3361へ

●倒壊した家屋等の廃材の 搬入 受入 れ

2月7日から当分の間、搬入受入れを行います。許可魯がなければ搬入できません。

廃材は、①廃木材、②瓦 ・壁土・残土、③コンクリート・プロックの分別により、指定された場所及

び時間内に、必ずクリ ーンセンターで発行する搬入許可証を持って搬入して下さい。

《拐入申請の受付》 2月6日以降の月曜日～土曜日 (9時～ 16時）市クリ ーンセンターで。

※電話での受付はしません。申請時に印鑑（家屋の所有者）が必要です。

詳しくは、市クリーンセンター 電話87-3361へ
----

●震災により廃棄する 家庭ごみの持ち込みにつしヽて

毎週月曜日～土曜日の 9時～ 16時、市クリーンセンターヘ。 （当分の間、予約不要）

①可燃ごみ（台所ごみ等）、②資源ごみ（空缶・ピン・陶器類、ガラス類・新聞紙 ・雑誌・ダンポール

等）、 ③可慾粗大ごみ（木製家具・マッ トレス等）、 ④不燃租大ごみ（電化製品・ 50 C C以下の単車

・自転車等）に必ず分けて、 4トン車以下で搬入して下さい。倒壊家屋の廃材等は混入しないで下さい。

詳しくは、市クリーンセンター 遁話87-3361へ

●災害義援金の支給（日本赤十字社）

《支給額》①死亡者 ：一人につき 10万円②住居（全壊 ・全焼・半壊・半焼） ：一世帯につき 10万円

＊持ち家、借家を問わず世帯単位とします。

《受 付》平成7年2月6日～3月15日 毎週月曜日から金曜日までの午前 10時～午後3時

《受付場所》宝塚市総合福祉センター （安倉西2丁目） 1階、日赤兵庫県支部宝塚市地区事務局
《持参いただくもの》 ①被災者証明書②死亡診断轡（死亡者がある場合のみ） ③印鑑 （認め印 可）

④身分証明苔・保険証•免許証・パスポート等本人確認ができるもの
《支給日》必要書類を確認の上、即日支給
《開い合わせ先》日木赤十字社兵囲県支部宝塚市地区ホ務局 電話 0797-86-5000 

※詳しい内容は、各避難所にも掲示します。

宝塚市災害対策本部 （屯話 0797-71-1141)



災害関連情報
（お知らせ項目） 平成7年2月8日号

●宅地防災 相 談 所 の 開設
宅地が、今回の地震災害の影響で崩壊等の被害が生じているものについて、被災状況に対する応急診

断、災害復旧に関する技術的相談、災害復旧に関する融資制度についての相談を受付ます。

〈受付時間等〉 2月7日～ 15日までの間 午前10時～午後5時（土曜・日曜・祝祭日も開催）

〈相談所窓口〉市役所グランドフロア 宅地防災相談所電話 0797-71-1141 

1 - ---―-．  
● 地震による倒壊家屋の処理受付期間の延長

この度の地震により倒壊した家屋の廃材・ガレキの嶽去及び倒壊の恐れのある家屋の解体処理の受付

期間を延長します。なお、既に家屋等の解体 ・除却をされた方につきましても受付ております。

〈受付期間〉 2月20日（月）まで 午前9時～午後5時但し、土曜・日曜日・祝日は除きます。

〈受付湯所〉市役所3階大会議室 電話での受付はいたしておりません。

〈持参していただくもの〉 印鑑、身分を証明するもの
〈問い合わせ先〉 宝塚市役所災害対策本部 電話 0797-71-1141 

●ホームステイの受け入れについて
兵庫県では、震災により自宅を失われた方を一定期間一般の家庭での受け入れを募集したところ、数

多くの方から曖かい申し出を受けておりますので、ご希望の方はご相談又はお申し込みください。

〈受付期間〉 当分の間 毎日午前 10時から午後3時まで

〈受付場所〉 市役所グランドフロア相談コーナー 電話 0797-71-1141 
I.一ー·—―•---
0 入浴惰報（第 3 報）

有料老人ホーム「宝塚エデンの園」から入浴機会のない被災者の方々にホームのお風呂を無料開放す

るとの申し出がありましたのでお知らせします。

場所：市内ゆずり葉台3丁目 1番1号 有料老人ホーム「宝塚エデンの園」

→ 対象：入浴機会のない被災者で来園可能な方（送迎はありませんので、路線バスをご利用下さい。）

開放日時： 2月7日、 2月10日、 2月14日のいずれも午前10時から午後6時まで

● 建築制限 区 域 の 指 定のお知らせ
宝塚市では、今回の地震で大きな被害を受けた、市街地再関発事業の予定地域を「安心して住めるま

ち・災害に強いまち」に復興していくため、建築基準法第84条に基づいて、下記の区域に限り、建

物を建てることなどをしばらくの間、控えていただくことになりました。

〈指定される区域〉仁川駅前地区（仁川北2T目の一部）、売布神社駅前地区（売布2丁目の一部）

花の道周辺地区（栄町 1丁目の一部）

〈期間〉 2月9日から2月17日までですが、さらに、 1カ月の延長を行なう湯合もあります。

ただし、次のものは建築することができます。

(1) 2階建てまでの木造コンクリートプロック造、鉄骨造などの建築物で、地階のないもの

(2)公益上必要な用途に供する応急仮設建築物、工事を施工するために現場に設ける仮設建築物など

〈問い合わせ先〉宝塚市役所再開発計画課 電話71-1141 内線2326

●路線バスの運行状況
2月7日現在運転をしている路線バス
＊宝塚駅～阪神杭瀬 ＊逆瀬川駅～西高校前、エデンの園、光ガ丘、甲東園、市役所、市立病院、

福祉センター、中野住宅前、山本駅 ＊宝塚南口駅～すみれガ丘 ＊山本駅～山手台、市立病院・

逆瀬川駅 ＊雲雀丘花屋敷駅～満願寺 ＊中筋山手4T目～中山ニュータウン

〈問い合わせ先〉 阪急バス宝塚営業所 87-6601 阪神バス宝塚営業所 84-5435 
西谷自動車 91-0414 市役所道路交通企画課 71-1141 

宝塚市災害対策本部（電話 0797-71-1141)
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災害関連情報
（お知らせ項目） 平成7年 2月 14日号

●全県民による犠牲者への黙祷について

兵庫県災害対策総合本部では、兵庫県南部地震から 1か月を迎える 2月 17日（金）に、犠牲者のご

冥福をお祈りするため、 「全県民による犠牲者への黙祷」を実施することを決定されました。

つきましては、宝塚市といたしましても、その意に添い、当日全市民による黙祷を実施することとい

たしましたので、よろしくお願い申し上げます。

〈黙祷日時〉 2月 17日（金） 正午から 1分間

●高齢者福祉に関する相談について

今回の地震により被害を受けられた高齢者、又は高齢者を介護されている方の福祉相談を実施します

ので、お困りの方は、ご相談ください。

〈相談内容〉 ・住んでいた家が壊れたので、修繕するまでの間寝るところがない。

・住んでいたアバートが壊れたので、これを機会に老人ホームに入りたい。

．壊れた家の跡片付けをする間高齢の両親の介護ができない。

•その他高齢者福祉に関すること。
〈問い合わせ先〉 宝塚市役所高年福祉課 竜話 0797-71-1141 

● 宝塚市立 図 書 館 の 開設について
・中央図書館 渚荒神 1丁目 2番 18号蒻 84-6121
• 市立中央図書館中山台分室 中山桜台5丁目 15番 2号

•市立西図書館 小林2丁目 7番 30号翡 77-1222
・移動図苔館 西谷地区 2月26日から

2月 26日（日）から

2月 17日（金）から

2月 17日（金）から

すみれガ丘南公園・すみれガ丘中央公園 2月27日（月）から

利用時間、休館日等の詳細については、各図書館にお問い合わせください。

●宝塚市内お風呂情報
1.市役所仮設風呂 利用区分奇数日は女性、偶数日は男性利用時間午前10時～午後9時

2. 末広小東側仮設風呂 利用区分奇数日は男性、偶数日は女性利用時間午後 1時～午後9時

3.少年自然の家 開放日土曜日、日曜日のみ開放開放時間午後1時～午後4時30分
4. クリーン・センター 利用区分奇数日は女性、偶数日は男性利用時間 午後6時～午後8時

5.スポーッセンター（シャワー） 開放日 当分の間 開放時間 午前10時～午後8時

6.わかくさ湯 営業日 日曜を除く毎日営業時間午後4時30分～午後10時
7.荒神温泉 営業日木曜を除く毎日営業時間午前10時～午後9時

〈問い合わせ先〉 宝塚市役所環境保全課 電話 0797-71-1141 

●無＊斗臨註寺5去在にキ目臣た
〈日時〉 2月14日（火）から3月 6日（月）までの午後1時～4時。ただし、日曜日は除く

〈対象〉 宝塚市内在住の地委被災者

〈予約〉 事前に予約が必要です。予約先は、市役所市民相談室 電話 0797-77-2003 
《市外の土地建物法律相談》 〈雷話相談〉 近畿弁護士会 10時～17時（月～土）正午から 1時間休

神戸 078-362-5158・5171・5178 3月末まで

大阪 06-365-9939 2月末まで

京都 075-241-9752 2月末まで

〈面接相談〉 大阪弁設士会

大阪弁護士会 06-364-0251 
大阪市北区西天満2-1-2 （地下鉄「淀屋揉」）

宝塚市災害対策本部 海話 0797-71-1141)



(2) 市広報活動

① 「広報たからづか」の発行

報道機閲へ梢報を提供する一方、 rli独自の媒体と

して 2月 1日号の広報紙を発行する準備を進めてい

たが、一時も早い時をという声が開こえ、一晩がか

りでワープロ打ちの簡単なものであったが「広報た

からづか兵廊県南部地震被災対策特別号」を1月26

日に発行した。

続いて 2月 11:1号発行に向けて印刷会社とかけあ

い、何とか発行出来る見通しがついた。編躯作業は

困難な状態であったが、平常時8頁のところ 4頁に

して 2月 1日号を配布した。

4月1日号から平常どおり 8貞にもどり 、月2同

の割合で新聞折込み 「広報たからづか」を発行。市

の取り組み方針、お知らせなどを掲載した。

なお、市外に一時避難している人への広報紙の郵

送サーピスは、 1月下旬から開始した。

② 市広報紙発行状況

• 1月26日… 「広報たからづか兵）庫県南部地従被災

対策特別号」 (A3サイズ、 1ページ）発行。内容は、

被害状況や水道の復旧についてなど。新聞折り込み

で配布。また、各避難所や郵送、窓l」でも配布した。

• 2月 1日… 「広報たからづか 2月 1l:l号」（タプ

ロイ ド版 ．4ページ）を87.000部発行。内容は、仮

設住宅の入）苦者硲集やお風呂梢報など。配布方法は、

1月26 Hと同じ。また、ポーイスカウトの協力で、

市内の広報板にも広報紙を掲示。

• 2月15日・・・ 「広報たからづか 2月15日号」（タプ

ロイド版 • 4ページ）を95.000部発行。内容は、被

災者に対する災害援設金の支給や災害援護骰金の貸

付制度、税の減免など。配布）i法と掲示方法は、 2

月1I」と同じ。

• 3月 1日… 「広報たからづか 3月 1El号」（タプ

ロイ ド版 ．4ページ）を95.000部発行。内容は、市

街地再開発計画や家屋被害現地調森の実施など。配

布方法と掲示方法は、2月］ Rと1cijじ。

• 3月15[I・・・「広報たからづか 3月15日号」（タプ

ロイド版 ．4ペー ジ）を94.000部発行。内容は、合

同慰盛祭 ・畠太子 ・同妃両殷下のお言策、仮設住宅

の入居者硲集など。配布方法は 2J-ilHと同じ。

• 4月 1日… 「広報たからづか 4月1日号」（タプ

ロイド版 ．8ページ）を93.000部発行。内容は、震

災復阻↓緊急整備条例を施行など。各避難所、新聞折

り込み、郵送、窓口で配布。

• 4月15日… 「広報たからづか 4月15日号」（タプ

ロイド版 • 8 ページ）を92 . 000部発行。 内容は、震

災復典促進区域 ・重点復興地区設定など。配布方法

は4月1日と同じ。

• 5月 1日… 「広報たからづか 5月 1日号」（タプ

ロ イ ド版 • 8ベージ）を91.000部発行。内容は、裳

災復興計画に対する市民からの意見 ・提言孫狐など。

新Iifl折り込み、郵送、窓口で配布。

• 5月15El… 「広報たからづか5月15日号」 90.000

部発行。内容は、義援金の第 2次支給など。配布方

i去は、5月1日と同じ。

• 6月 1日・・・ 「広報たからづか6月 1日号」 90.000

部発行。内容は、俊良建築物等整備事業など。配布

力法は、5月 11::1と同じ。

• 6月15日… 「広報たからづか 6月15日号」90.000

部発行。内容は、家届解体の申し込み再受け付けな

ど。

• 7月 1日… 「広報たからづか7月 1日号」 90.000

部発行。内容は、炭災復興計jilijに対する市民の皆さ

んからの意見 ・提言まとまるなど。

• 7月15l=J… 「広報たからづか7月1513号」 90.000

部発行。内容は、市裳災復典計画まとまるなど。

• 8月 1日… 「広報たからづか8月 1日号」 90.000

部発行。内容は、市民税 ・固定脊産税 ・都市計画税

の減免実施など。

• 8月15日・・・ 「広報たからづか8月15日号」 90.000

部発行。内容は、持ち家修紐 ・買貸住宅に対する義

援金を支給など。

現在まで、広報紙は月 2回 (1[I ・ 15日発行）各

89.000部発行。 5月1日号から現在まで新湖折り込

み、郵送、窓Dで配布している。また、避蘭1ii者への

郵送数は、平成7年 8月 1Fl号郵送時がビークとな

り1.582件であったが、現在（平成 8年8月15日号

郵送時）はl.097i牛となっている。

(3) 庁内広報活動

平成 7年6月「庁内報NETわーく6月号」で 「紺

災以降の出来事を振り返る」とのテーマで従災後の

主な出来事、水道復1日状況、人的被害の発表数、ガ

ス復11:1状況、家崖被害の発表数、避難．者数、避難所

数などを掲載した。
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地只による披苔状況

1月17 ll9,＇.(}）、神 戸および阪神It1を1(（撃した兵庫駄ff/部地俎

は．土塚fli内にも人きな被山をもたらしました．この地俎による

Ili内の被i'f状況は次のとおり． （1）:1 2 3 [I午前9時現在）

死者 94人 (9)31人、女53人）

“似者 I. I 00人

逍姪所に避薙している人 8,568人

家屈の全桜 1.mn 

家k｛の半禎 3. 7l"f 

Tliは地俎発生「（1後の I)・)I 7日午新）6時に災出対策＊祁を設1，'！

し、人令救叫 j也俎による火災の梢火など緊急課題から沿孔道

路や水道の被む似1所の任復、遥難所への物沢の凡布、被災名IIItl:

宅の確保など、各稲の対策に現在も全力で取り糾んでいます．

水道の復IBについて

檄しい揺れのため水道管が寸断され、地俎阻後はil]内の大キの

地坂が断水となりました。復lElmltを全力で進めていますが. l 

J12313現〇：で.,Ii内の約41月の地城で断水が続いており、完全

復II]には3巡1111程度かかる見込みです．

他iliからの応援Jl(I山iも含め。約40台の給水JI（が1|ilりを巡回す

るとともに、下記の給水所でも固迩的に給水を行っています．な

お、数131iilくみ沼きした水は、必ず点油してから飲｝IIするように

してください．詳しくは市水道｝ふ (ff13-l681)へ．

給 水 所

02 4II.YI:II給水一rli水道屈． ili役9所米側の武lil（川河川敷公＆l

、小林浄水嬰 IIヽ浜浄水俎生瀬粋水J』．惣川浄水JjJ．匁雀

斤公園米谷下出水池． 1.IJ木園芸流通・ヒンター

〇昼1111だけ給水—叫l：浄水坦、丸揖小学校。末広小学校．．上

塚第一小学校、 l'lilll小学校．にJI!小学校．長尾中学校。光ガ

応,,学校、出梅中学校． 3孔釦Ii民会館、逆瀬台センター． 9f

J.:3（会館前、阻fl:5T日バス仰iifI 、 東梢防；g．磁雀 fi:IU張9所 Ii~

ごみの収集について

iliクリーンセンターは、可燃ごみとmrJ.ごみを通常どおり収集

しています．）詔’1発生以来、可燃ごみと沢源ごみの分））りが十分徹

k知されない状娘が続いていますので．分））l）にご協｝Jください．

l ・ 2月のitl大ごみの収集について、予定どおりの収集ができ

ませんので．ご了承ください．なお、 .fll大ごみの持ち込みは． t,i

週月賊口～：l：曜11の他ill8時～午後5時に受け付けていますので、

5 0'iiまでの大きさに切断して持ち込んでください．ごみの持ち

込みは．烹料です．

詳しくは同センター (687-)361)へ．

災甚弔慰金などを支給

地復により死亡した被災者の辺族に、法1(1に屈づき「災；炉弔忍

金」が支払われます．金額は、生計維持者 (I四距い が死亡した場

合は J人500万l'I、その他の島合はJ人2S0万l'I.

瓜度のトit!fをi1った被災者には．災りf印也兄揖金として生計紬

持．行に2507iFl、その他の場合には125万円が文給されます．

また、住屈が全淡または半淡となった1じ楷には 「災i!：援渡金」

が支給されます．全桜の出合は 1世偕につきI0万1’l.2いかのJi!合

は 1世術につき 5万l’1です．

詳しくは,Ii役所J史k諜 (011-IMI）へ．

市立病院 ・市立健版センターの診扱・検診

ガスの復18について

m,liガスもili内の多くの家庭で供給がjl：まっており、 2000戸～

4000J；；のプロックごとに．順次復11imlfを行っています．復llli乍

業は、係i1が一戸一戸ガス油れの潤査を行うなどして進めますの

で、ガスが山ない地城の人は、係且が来るまでガスり＄具のコック

などを締めておいてください． tJスの完全復II]には、 1カ）―I程度

かかる見込みです．

ガス供給開始後、ガスの火いがする坦合は、火や俎気の仙｝Ilを

止め、コックを1加1めて大板ガス (mm-ss-0331、またはCO198

-35-102S）へ述絡してください．

し尿のくみ取りについて

し尿のくみ取りで、緊急を必する出合は． iti役所ll,11Jl・経祈部

総務担当へ述絡してください．今回は、通常の 1カ）こ1分を超える

くみ取り千数料については、 iliがれ出します．

詳しくは同iu当（671-1111)へ．

rliヽ'i糾院は、通常どおり外来診板の受け付けを行っています．

受付11,Yl1りはり•• 11•1 8 II,? 3 0分～ 11時、 ，診放はり：lii19 11,＇i開始です．

なお．iliゞl．紐康センターの各教ぷ ・検診などは、 2月末までヽ l2

止します．

被災証明芍の発行について

保険会社や勅務先などに被災証IJH~の1足 il_1が必弧な人は． iii役

所Jリ生、閲で発行します．なお、披災した家松の松根や柱、収など

の作埋が必阪なJj,l合、できるだけ被災状況を1f.哀に1ltlって保↑択し

ておいてください．詳しくはF,1課 (Cil-1141）へ．

災客援護資金をRし付け

住屈や家川に被古を受けた人に災也扱殴沢金の貸し付けを火厖

します．貸し付け限炭額は350万円．ヽ じ和1は31!,.、償遥JOIliりは10

年 (3 年1111は1i紐 ii'! き、 IRえ i,•ーしき Jilltl中は熊利子）です．ただし、

所得制限があります．

支給方法、貸し付けの111し込みなど、詳しい内容は決まり次第

「Jム洲たからづか」などでお知らせします。

詳しくは市役所／17-生I渫 (ftll-1141)へ．

道路を一部通行止め

沼掛や｝i,成の危険があるため、 l/J23H現在で次の区間の近

路が通行止めになっています．

OIN道176号の流牧～狐ノ49:lhl(i_lj行き．小浜陸栢は全ihi)

011.1囚道116りの中山寺lT目～lh木束2-rm::1（全面）

〇県道以湘l'I戸荘線の長如J丘～沿祖[llil（紐j)

198 
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X庁内闘I¥ETわー＜！a.ぢ年虞Ia21)月に 1回発行しばす

また、「戦具の皆さんに感謝」

業も掲載した。

(4) 消防本部の広報活動

と題した市長の言

① 広報活動 （平成 7年 1月17El 5時46分か

ら平成 7年 1月2413までの調べ）

災害発生後、市民への災害復旧等に向けての的確

な梢報提供を行うため、災害対策本部広報班でまと

めた1,i'i報を、広報車等で広報を行い、人心の安定に

努めた。

消防広報車による街頭広報

市民全般に周知させるため、消防本部保有の広報

車を動貝し、放送設備を活用して災告梢報等の内容

を広報した。

災害対策本部統一広報
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消防独自の広報 車両延べ

人貝

8台

22名

13台

49名

巡回パトロールの実施

平成 7年 2月11:1 （水）から 2月末日 までの間で

従災後の火災予防に重点を附いて市内全域で実施し

た。英施回数261回、延べ人員929人、延べ時間503

時間。

② 防災啓発•|IIt子及び防災下敷の配付

平成 7年 8月に防災冊子「わが家の地震対策」

2.065部購入し、内1.700部は自主防災組織である婦

人防災クラプ、少年消防クラプ及び幼年消防クラプ

の殺に配付し、残りは、各種消防広報として市民に

配付した。

③ 防災IIt子「地裳に 自信を」の配付

平成 7年10月に市内在住の外国人にも理解できる

ように 、 5 カ国語で秒かれた地従防災~II·子「地従に

イ

た
d
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自侶を」を購入し、自治会を通じて市内全戸に配付、

また、市内公共機関にも股骰し、全仮設住宅にも戸

別配付した。

わが家の..•……· • ・ • I胤叶g............. 

地謳対簑

宝 塚 市

囮国優窒
Earthquake Emergency Procedures（長II)

Xl召11/'<!IAI叫り吾2g（ハング"'Iii)

9り地震賽有●信 遇覇地震皮濱忽公九 （北京Iii)

Procodlmontos do Emorg~ncla om Tcrremotos r~"がUI

して叱：いうときどうするか

宝塚 市 監修：自治叩消防行只災対策俎導霞

4 各種相談の実施

(1) 磁災関係相談の実施

このたびの捉災では、多くの市民の生命が失われ

ただけでなく、家や財産をなくしたり、 エ楊 ・事業

所の倒壊 ・ライフライン途絶等により戦場を蒋われ

るなど生活の基盤を失った。また、家族や身内を失っ

た悲しみ、地震で受けた衝漿や余霰への恐怖、この

先、もとのような生活を再建できるのだろうかとい

う不安など、市民の多くは精神的にも大きな苦難と

直而 していた。

こうした被災者の抱える生活上の不安やさまざま

な悩みの相談に応ずる ことで、少しでも震災によっ

て生じた問題を解消し、被災者の生活の再建と安定

を支援していくことも緊急の課題であった。

この困難な状況に対処するため、神戸弁護士会や

大阪弁護士会などの協力を受け、法律相談を開設し

たのを皮切りに、土地 ・建物相談など緊急相談窓口

を順次開股した。

① 震災関係相談内容内訳

持 家 122f~: 財 迎 5件

借家 (tr,:家人） 108件 私 道 4件

借地 （借 主） 63件 労働問題 2件

伯家 （大 家） 59件 金銭貸借 2件

相 続 18件 使用舒借 2件

代 店 舗 141牛 その他 7件

借地（地 主） 6件 合 酎・ 412件

② 庁内窓口相談の実施 （次頁の表、参照）

③ 法律相談 （次頁の表、参照）

土地の境界、賃貸住宅、住宅の建築、自己破産、

相続に1堤する相談が多く 、とりわけ、従災後の相談

においては、1背地 ・惜家 ・住宅の再建に関すること

が多かった。

◎日時 征週月 、木曜日 午後 1時～ 4時

◎場所 市民相談室

◎相談貝 弁簸士

④ 家庭問題相談

相続においては、造言 ・相続放菜 ・相続に関する

諸問題など、 離婚については慰謝科 • 財産分与 ・ 離

婚に関する諸問題についての相談が多かった。また、



庁内窓口相談の実施

庁内案内 庁外案内口月 部 ・課内 戦貝案内
市内施設

の案
公共 げ］l＿：/3ン等

4 503 I ] 6 6 

5 489 2 15 5 

6 441 2 16 4 

7 425 3 13 3 

8 410 2 J 3 5 

， 480 I II 6 

10 492 2 16 8 

11 502 2 14 7 

12 483 l 20 ， 
l 599 l 25 3 

2 9 1 5 3 44 I 

3 653 1 27 3 

平成 6年度 6.392 
21 

230 
60 

合 計 壻723 咤0

平成 5年度
5,669 34 170 85 

計

（月別受理件数）

心 4 5 6 7 8 

土 地家屋 19 21 33 20 14 

金銭抒借 8 8 15 8 l l 

損 笹 賠償 2 I I 3 

相 続 ． 6 10 8 ] 4 14 

その他 J4 12 6 6 20 

合 酎• 49 52 63 48 62 

内従災関係

夫婦 ・親子の問題については、ほとんどが、 家庭内

における悩み、

◎日時

トラプルに関する相談であった。

第1-4週金曜日

午後 1時～ 4時

（月別受理件数）

こ 4 5 6 7 8 

相 続 ] 0 ,6 7 2 7 

離 婚 4 10 5 6 7 

夫婦 ・親子・ .I L 3 5 3 

その他 2 

電話案内 相談・ 苦梢

市外 市 内 市外 砲話 口顕 文柑

42 133 97 260 205 27 

58 137 100 244 221 36 

90 146 108 240 234 38 

79 112 92 24.3 246 29 

69 89 58 177 206 43 

77 106 79 198 2.14 53 

71 101 77 241 204 28 

74 136 83 308 J95 3l 

72 127 67 249 180 42 

55 167 70 424 403 28 

73 181 77 8] 3 797 40 

75 164 88 352 332 51 

835 1,599 996 3,74!) 3.437 
446 

:11241 111509 111253 111797 町．095

594 1,090 743 2,952 2.342 545 

， 10 II 12 J 2 3 合計

10 22 22 16 l 5 226 157 575 

12 11 3 4 2 2 2 86 

l 5 2 6 2 2 25 

13 7 ， 13 3 5 7 109 

13 10 8 12 5 5 13 124 

49 55 44 51 27 238 J81 919 

12 232 l 68 412 

◎場所 市民相談奎

◎相談貝 家庭裁判所元調停委員

⑤ 交通事故相談

示談の方法、過失の程度、賠依額の多が定に関する

， JO l l 12 1 2 3 合計

4 5 2 7 3 3 5 61 

4 7 12 4 4 10 12 85 

4 l 7 1 2 1 29 

I 3 6 

合 悧・ l 7 17 15 13 17 13 13 21 12 ， 16 18 181 
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相談が多かった。

◎日時 第4週水曜日午後 1時～ 4時

◎場所 市民相談至

◎相談貝 弁i記 ：

（月別受理件数）

こ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I 2 3 合計

被 祝者 3 5 2 4 2 3 5 4 5 33 

/Jn :;1：：者 I l I 3 I 7 

合 計 4 6 3 4 5 3 6 4 5 40 

⑥ 市 長窓口相談

◎ F1 時 筍月 1回 午 前10時～12時

◎場所 市役所会議室

◎相談貝 市 長

（月別受理件数）

月 件数 内 容

5 JJ 1件 公共 l：水逍の受益者貨担について

8 JJ 1件 工事の監＇腎について

lOJJ 1件 水イ泊足に対する考え方

ムII叶II•| ・ 3件

⑦ 国税相談

相続税 ・贈与税に1対する相談や、不動韮の取得 ・

譲渡などの所得税の相談が多かった。

◎ l] 時 第 3週火曜H 午後 1時～ 4時

◎場所 市民相談室

◎相談貝 大阪国税局税務相談貝

（月別受理件数）

こ 4 5 6 7 8 ， 10 II 12 I 合計

柑 続 I 2 1 lヽ 2 10 

!!• ,・I I1I ←,-) • 2 I I 4 

所 得 I 2 1 3 7 

その他

゜合 計 4 2 2 I I 6 6 2 l 

（社：．） 2 ・ 3 J」については、6(1i定1|l;！i!Ulliりのため相談なし

⑧ 人権 相談

集合住宅で、階の上下における近隣騒音の苦梢や、

職場での鎌がらせに関する悩みごとの相談が多かっ

た。

◎日時

◎場所

◎ 相談員

第 4週金曜日 午後 1時ー 4時

市役所会議室

人権擁談委貝

（月別受理件数）

l孟 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合計

近隣 l l l I l l l 7 

親族

職場 l l l 3 

Iuj 手II l l 2 

その他 l l l l 4 

合計 l 2 1 2 2 2 2 l l 2 16 

⑨ 行政 相 談

◎ Fl 時

◎場所

◎ 相談貝

第4週月曜日午後］時～ 4時

市民相談室

行政相談委貝

相談なし

⑩ 宅地建物取引相談

不動産槃者とのトラプルや、買貸契約事項を遥守

しないことについての相談、また不動産売買の方法

に関する相談などがめだった。

◎ E1 時 第 2・ 4週火曜11

午後 1時～ 4時

◎楊所 市民相談室

◎相談員 県宅建協会‘生塚支部役且

（月別受理件数）

I孟べl4 5 6 7 8 9 10 11 12 I 2 3 Aロ "9i,•I1・ 

.:t. 地 l l 2 

家 Ji: 

゜業`ト者 との
ラフ• Jレ l l 2 II 

売 以"" J.I J 2 l 2 8 

契 約 J l 

その 他

゜合 計 3 l l l 3 l 5 15 

⑪ 結婚相談

◎ Fl 時 第 ].3週土曜11

午後］囮j~4時

◎楊所 市役所

2階 2-4、 2-5会議室

◎相談員 連合婦人会役具

（月別登録者数） （単位： 人）

こべl4 5 6 7 8 9 10 11 l 2 I 2 3 c,..FI -I~I·-1I ・ 

男 5 6 6 6 7 3 3 6 3 l 3 49 

女 5 4 3 2 3 3 4 1 2 3 30 

合計 10 10 9 8 10 6 7 7 5 l 6 79 

※ 平成 6年度末現在の登録者数（男580人、女357人）



（月別相談件敷）

―-[；I:：I:I:：I116「I:I::;
※ 2月は媒災のため中止。

⑫ 国際 ・文化センター窓口相談

従災直後から 3月末まで市立国際 ・文化センター

では被災外国人へ生活梢報の提供や相談活動を鉗l1

行った。相談はポランティアの方の協力を得て 日本

語 ・英語 ・中国語 ・スペイン語で対応。また、従災

l¾J連の1fi報紙を日本語 ・ 英語 ・ 中国語で 4 回発行し、

在仕外国人や避難所へ配布した。この他、当センター

で開催されている外固語教室の先生と避難所を訪問

し、相談を受けた。

◆相談項目別件数 （平成7年1月17日～2月28日）

国範 作敷 住所 阻i 内容 件敷

中 囲 15 市lJ、j
』14 住宅 13 

ポリピア 5 市タト 24 就労 ， 
アメリカ 4 不明 l 外国語による1・,11報不足 8 

ペルー 2 .=-け.冴-.,,:.. 7 

イギリス 2 ピザ ・バスポート 3 

その 他 6 金銭 2 

不 明 5 その他 12 

震災による仕事や住居の喪失、外国語梢報の不足

の相談が顕浙であった。 また、市外からのオ11談も多

く、震災で甚大な被野を受けた神戸地域で情報が得

られず、従災直後より活動を開始した当センターへ

相談がきたものと思われる。

⑬ 消翡生活センター窓口相 談

未泊有の震災により、市民の多くは戸惑いと1,『立

の中で、日常生活を余｛義なくされた。一つ一つが直

接自分の身に降りかかって来る問題とあって、大変

熱の入った苦梢、相談であった。

苦1i'i• 相談の概要

◇l_i：根、シート関係では苦梢としては届根のふき替

え、シート張りの料金が高領であるのが最も多く 、

問い合わせとしては訪問販売に来る業者が信頻でき

るか、修理代金の諮求額が妥当か、適切な価格は、

修理業者を紹介して欲しい等の相談が多かった。

◇塀、家屈約についても 、料金に1渕する苦梢が多く、

問い合わせも適正価格、標準工半骰等に関する相談

が多かった。

解体に関する苦梢では、公骰負担では地上部分が

対象となっており、地中の基礎部分は個人負担と

なっている。個人負担の単価が高額であるとの苦梢

があった。業者の対応によっては地中部分も公特負

担l村で処理する業者もあり 、i肖骰者が業者を選択で

きない場合が多く問題があると思われる。

解体に伴い浄化槽の梢掃を依頼する場合も料金が

通常の 3 倍程度請求されたとの苦•Ii!i も数件あり、 l:ii.

にri’;•掃する場合と撤去時の科金差が 3 倍程）支あるの

も合理的な根拠がなく、問題が残ると考えられる。

◇借家、借地関係では苦情としては敷金の返辺、借

家の修理等に関する苦11りが多く 、問い合わせとして

は家貿に関する相談が多かった。

◇物価等については価格に関する苦Ii況が多かった。

◇生活情報については、泡気、ガス科金の甘fi求方法

や復IEIが遅いとの苦梢が多く、問い合わせは復旧状

況や風呂の開設状況に関する相談が多かった。

◇商品、役務については震災によ って通えなくなっ

た英会話教室、幼稚園等の解約に関する相談があっ

た。

◇家の建築、住宅相談については、契約に関わるも

のや無料と息っていた診断が有料だったとの苦•Itiが

多く 、問い合わせとしては住宅購入に関するものや、

建築中の家屋のチェックポイントについての相談が

多かった。

◇修理代金については、修理噴用が高額であるとの

苦梢が多く 、特に漏水修理に関する相談が多かった。

問い合わせとしては、梢求金額が妥当かとの相談が

多かった。

水道局指定の業者を紹介され修理を依頼したが修

理代金が席額だとの苦梢や水洗トイレを市の指定業

者に修理をしてもらったが料金が高額だとの苦梢も

数件あった。

◇市役所等の公的な紺．織や機関を名乗ったり、指定

を受けたとのセールストークを使用した悪質な訪販

も見受けられた。 （次頁の上表、参照）
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兵庫隈南部地震以降の月別相談一覧
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女性センターでは、ポランティアの協力により 、 被災者の心の相談や法律相談等行った。

相談期間 件数 実施者

電話相談
平成 7年2月6日～

90 
宝塚市女性セ ンターカウン

平成 7年3月31日まで セラーグループ

而接相談
平成 7年4月1日～

73 
「心のケアー ・プロジェク

平成 8年3月31日まで ト」生：塚ーム

法徘相談 平成 7年6月16日のみ 8 近畿弁腿士会連合会

5 市民からの要望等

(1) 陳情、要望、苦梢等 平成6年度の陳渭、 要望、苦情等の受付件薮
（広l徳カード処理分）

震災後、市民はじめ各種団体から、日常生活にお

ける市政に対する要望 ・苦惜 ・提言が数多く寄せら

れた。団体からは、早期に都市再生ピジョンと住宅

復典、建築法 ・消防法の法的規i|illの緩和、捉災被災

視霞烈害者の救援 ・復典に関する要望世や陳情榔ま

た、市民から「市長さんにひとこと」の提言はがきや、

篭話各種団体からの直接来庁による苦’|ti、要望など

も多くあった。

一般窓口受付（個人92件、 団体84件） 176件

市長窓口受付 l件

眺貝広聴マン受付 15件

提言「市長さんにひとこと」 262件

市政モニ ター受付件数 4 8件

シニアアドパイザー l件

ファックスによる受伯（団体） 1件

合 計 504件
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平成6年度市民団体関係要望状況一覧（阪神大震災関連） 43件

受付月日 団 体 名 内 容 要 約

1月24日 伊 オ 志 自 治 会 兵即原南部地箆

・地震に関する広報について

・家届の濶査 ・診断

・入浴対策

1月27日 宝塚民主筋工会 兵卯原南部地捉の被災市民 ・中小業者に対する充分な救援と営業再

剃へ向けるための要認柑

l) J 28日 宝塚地区労働組合総辿合 阪神大従災についての要望杏

2月7日 中 山 寺 自 治 会 阪神大従災に伴う要望柄

2月7日 ラ ・ビスタ宝塚団地自治会 要梢也（焼却処分場を他の場所に移して頂きたい。）

2月10日 月見山 2丁目自治会 緊急要望翡

• 2丁目全体としての地割れ、地滑り 、2次災吾の危険について

・緊急II寺の避難路、非難場所確保について

・広報活動、梢報公開、救助法、公的脊金融賓、緊急物査等について

2月10日 日本共産党宝塚市会隈貝団 兵［［県南部地従対策の申し入れ

2月10日 阪 ;-e;角． 砲 鉄 （社） 伯］壊建物等の解体

2月10日 新進党阪神大旋災支援現地 住宅ローン等

対策本部 ・住宅ローンの補俗的な措骰について

• 土地を市等で適正な価格で買い上げ、再I}tl発の分譲マンションを
建股して、 士地提供者へ優先的に入居できるような対策を検討さ

れたい。

2月10日 治部和夫他 6 名 第2次災害に関する要望掛

2月10日 鈴 木 述 郎 他 陳梢祁（擁墜の下敷きで生命 ・財産を失う恐れから救っていただき

たし漏）

2月1On 、::ric!o•• 塚 市 隈 会 平成 7年兵府県南部地従災沓に対する申し入れ料

2月13El 学校法人兵I!［朝鮮学園 要望杓

・宝塚朝鮮初級学校を日本の公私立学校の「一条校」と差別するこ

となく救済措憫を講ずる こと。

・震災による被杏が大きい学父兄の教育股負担を軽減するための救

済措似を講ずること。

・当而、学校再Iiilのための校舎補修の応急措置の代射に対して助成

措骰を講ずること。

2 n 13日 宝 琢市商店辿合会 要望柑

・緊急災咎復IB査金融森の実施

• 本格的な事業復典の為の超低利裔糾資制度の創設
・無担保、無保証人融賓の拡大及び創設

・仮設共同店舗を設骰する場合の補助制度の創設

・商業基盤等施設整備事業の適用範囲の拡大と補助限度額の引き上げ

2月13日 CII:)日本砕石協会兵叩児支部 要望柑

・砕石を「緊急復旧賓材」にご指定されたい。

・砕石の増逝に必要な火薬等の使用の規制緩和をされたい。

・パース確保のための早期復旧および仮設桟橋の使用等の弾力的連

用への配胞をお顧いしたい。

・砕石の迅速な供給のために必要な臨時の仮骰場について国 ・児 ・

市有地抒与等についてご検討を賜りたい。

2月13EI 槃雀丘 3丁 目自 治会 緊怠避難道路股説のお願い

2月13日 兵卯県視力1旅杏者を守る会 兵廊県南部地震において被災した視槌節害者の救援 ・復興に関する

要望柑

2月1413 兵EF．児視力1旅湛者を守る会 視力即唐者被災者の仮股住宅1憂先入居についての疑問

2月17日 ラ ・ピスタ宜塚団地自治会 団地内「地割れ」にl紺する要望柑

2月21日 日本消骰者連盟関西グループ 要望科（廃材の野焼き 中止について）
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2月21日 宝塚市／此業委員会 兵卯県前部地従災也の復1日に関する要望瞥

• 災牝複旧対策
・災者補償及ぴ災岩巖賽対策

・市税対策
• 生逝緑地の指定区域内牒地の買い上げ等の対策

2月24日 辿合兵／ilt阪神地域協隈会 兵I.li県南部地震対策についての要硝
・被災者の声を反映できる機会を早怠につくるとともに、幅広い,11・
民の意見が反映される半恒’常的な委具会を設骰し、復1日・復棟策

を策定するよう要請します。
• その委貝会に労働者代表の参加を要訥します。
• 連合兵iドが国 ・ 限に対して要訪した内容に沿った対策 ・ 施策の具
体化を要訥します。

2月24日 花のみち商店街復判促進会 設立趣慈：柑

2月24H H本労慟組合総述合会兵訊見迅合会 兵hlt県南部地裂に対する要訥

3月6日 生コン産業政策協腋会 申入科'}

3月8日 神 戸 弁 渡 士 会 阪神 ・淡路大震災被災地復lH・復典に関する緊急要望祁

3月JO日 日 木 赤 十 字 ネ1: 義援金の早期配分1ii：進等について

3月13日 宝塚第 3コーポラス 兵lilt県南部地捉による建物の被杏判定の陳1fi

3月13日 (H)呆け老人をかかえる家族の会 阪神 ・ 淡路大震災にかかる要望~If
・被災された方述のための仮股（一時使用）住宅俊先nlii位について

• 在宅介渡サービスの復IHについて

3月13日 近畿弁設士会辿合会 炭望科：

総合相談並ぴに示談斡旋仲故センターの設紺

3月13R 山 本 自 ・I・ムn 会 ll_1本統合センター建設のお頻い

3月14H 大阪府•生活f関連公共事業拡 阪神大震災の早期復興と災布に強い国．一1~．建設を求める I―1」人れ肉
大辿絡会猥

3 J115 B 重税反対 jJ_q宮・宝塚実行委貝会 l・IJ入祁

3月l5H 兵[t|t県労働組合総辿合 阪神 ・淡路大従災被災視詑1骰甚者の救援 ・復典にIV.Jする要招料

3月15日 宝塚ロジュマン管理組合 直塚ロジュマン被災誼間111ド変更l.I]入れ

3月16日 中 山 台 自 治 会 要諮押（避難場所建設について）

3月20日 廂 f.tIIL ; 自 ・IしnL、 会 阪神大従災に伴う被災者よりのお原Iiい
・建築法、消防法等の法的規制により捉災前の住宅が建てられない
と聞いた。どうすれば震災前の仕宅が建てられるか。

・小1-：川の雨季時の防災対策（安全対策）をどのように考えているか。
• 市の指祁のもとに仁川駅前都市開発が進められていると 1ii’lいてい
る。競馬場への地下迫確保と当地域の影脚について

3月20日 日 本 建 築 学 会 兵祁県南部地捉によりill壊した歴史的建辿物の修復 ・保全の要認1l}

3月2813 宝塚ロジュマ ン笠理組合 兵庇県南部地震による災和復典促進のための特別措i性を求める要望杓

3月29日 兵 Ilt l9[1l ゞ 医 師 会 民間医療機関の再建

・被災した民Il1J医療機関再建のため、長期低利息の融：代制度を爽施
すること。

・被災した民間医税機関の地域医療における公共性を評価するため、
助成を実施すること。

3月30日 関西 経済 連合 会 阪神 ・淡路地域の仕宅復典に関する提言

・広域訓整機構の設骰
• 都市再生ピジョンと tl：宅
• 安{llliで良質な住宅の供給
・被災者への住宅取得 ・買偕支援

・地方公共団体に対する財政金漁支援

3月30日 神戸市視力l旅杏者福祉協会 阪神 ・淡路大縦災被災視‘itl旅杏者の救援 ・復典に関する要望柑：

3月31日 兵胆県鍼灸マッサージ医師 阪神 ・淡路大従災被災視迂1旅吾者の救援 ・復興に関する要望祁
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6 各機関団体の応援・救護活動

(1) 警察の活動

① 救急 ・救助活動

密察の主な任務は生命 ・材1本財並の保殴、治安の

維持のための犯罪の予防検挙及び交通の確保などで

あるが地従発生後に「宝塚笞察署災害対策本部」を

設骰し、全国舒察からの派造部隊の中から京都府庶

察の応報を得て初日から206人体制を確立し、被災

行の救助活動等を実施した。

② 密備体制

1月17H午前 5時56分、兵膨県宝塚岩察署署長を

lぐとする「宝塚押察署災害辟備本部」を設岡して全

評察官の非常招集や道路の損壊状況の調査を実施し、

国道176号線バイパス 2箇所の棉脚の損壊及び県逍

塩瀧il"j戸荘線の土砂崩れや道路損壊に伴う通行禁止

等の規制を行うとともに宝塚市内への車両の乗入れ

防止対策を謡じる一方、京都府啓察菅Ii機動隊の応

援を得て、被災省の救助活動を開始した。

1月2lHには、島根県署察からパトカーを含む応

援を得て治安維持 ・犯罪予防活動を強力に推進した。

③ 救助 ・捜索活動

宝塚市内では、北部郊外区域（大原野地区）を除き 、

箭1村ほぼ全域で建物の損壊等の被害を受けた。

特に川ITli地区、 山本地区、売布地区において倒壊

家）至の下敷きとなって死亡したり、負傷したりした

人が北中する人的被筈を受けたため、地震発生直後

から懸命の救出、救助、捜索活動が活発に行われた。

さらに、本署や各交番に対し、倒壊家）盗等で被害

住民からの家族の救助、 1斐索要求が相次ぎ、当時勤

務していた署貝で救助班等を編成して救出活動に当

たるとともに非常招躯により参犯した210名の署員

（他署具を含む）で救出班等を編成して順次各地区

に出勤させ、応援部隊の京都府舒察笠区機動隊員37

名や消防署貝、多数の市民と協力して行方不明者を

発見するまで救助、捜索活動を実施した。その結果、

倒壊家屋の7<!)放きとなっていた85名を救出したほか

多数の辿体を収容した。

④ 辿体の収容、検死活動

刑事第一課貝 • -Jfll•:l-i•第二課貝を中心とした検死班

を編成し、 宝塚市立病院や宝塚第一病院等へ出動さ

せ各病院に迎び込まれた辿体の検案に当たった。

各病院では次々に巡ぴ込まれてきた辿体のため、

居場所もない状態となった。次々と駆けつける多数

の負勧者の治療のため、検案に従事できる医者の確

保ができなくなり逍体の検案等に支隊が出てきた。

そのため宝塚市に対し多数の辿体の収容ができ、検

案等が行える場所の確保を要睛し、宝塚市が準備し

た市立スポーッセンターヘ病院から引き渡しのでき

ていない逍体を搬送した。以後収容される追体は、

全て市立スポーツセンターに搬送して検案を行うこ

ととした。市立スポーツセンターでは、辿体収容が

一段落するまで、 24時間体制で倒壊家屈等から収容

された辿体の検案及び身元不明死体の身元の確認を

行うとともに辿体や辿品の引渡し等を英施した。死

体検案した死者数は83名、死体検案に従事した医師

は14名であった。

⑤ 交通規制閲係の状況

ア 幹線道路の通行規制状況

市内の幹線道路は、数力所において寸断され、さ

らに中国自動車道路も通行止めとなったことから、

宝塚インターより同道に流入出来なくな った車両が、

国迫176号線の一般道に迂匝lし、昼夜を問わず役性

的な交通渋・滞を現出した。このため道路箭理者等と

連携して、道路復旧を支援する交通規；hllを実施した。

・中固自動車道

宝塚市売布付近において橋脚が損壊したため、上

下線を全而通行止めにしての復旧作業を行った結果、

1月27日に宝塚インター付近において西行き車線を

利用しての対而ー車線通行の部分開通となった。

その後、 2月12日には寂塚インター付近において

上下各2車線が確保され、また宝塚のインターから

の乗入れも可能にな った ことから、国道176号線等

の一般道への影脚は解消された。

• 国道176号線本線

宝塚市中山寺において沿道の家｝諮 （ピル）が倒壊

し、その解体作業のため約300mの間を車両通行止

めにする交通規制を実施したが、 3月1017、解体作

業も順調に進んだことから、車両通行．l|；めを解除し

た。

• 国道176号線パイパス

宝塚市小浜、 小浜陸橋において橋）脚が捐壊し、西

行き車線を利用しての対而通行規制を 6月1日まで

実施した。
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・市道宝塚池田線

平成 6年12月23日に開通した都市計画道路宝塚池

田線の武庫川新橋も橋脚基礎が損壊し、東行き車線

を利用して対面通行を 8月30日まで実施した。

• その他の市道

市街地北部の数力所において擁壁等の倒壊に より

通行止めの規制を実施した。

⑥ 交通総屈抑制対策

市（災害対策本部）、自家用自動車協会、交通安

全協会等と連携して、交通総批抑止のための資料（迂

回路 ・交通総屈抑制のお願い等）を作成するととも

に主要幹線道路の要点には、呑板、横断硲等を設置

して広報の徹底を図った。

(2) 自衛隊の救援 ・応援活動

1月17日5時46分地碇発生以後、第 3師団は、 6

時39分師団司令部（千僧駐屯地）に師団指拇所を開

設するとともに、 TV・ラジオ等で被害情報を収集

する等派造準備を開始した。 6時42分第36普通科連

隊（伊丹駐屯地）は、人命救助活動を実施した。

平成 7年2月3日、陸上自衛隊第 3師団は、宝塚

市から倒壊家屋等の解体作業の要睛を受け、2月7

日から作業を行った。

救援、支援活動概要

1、家屋解体

• 2月7日～ 4月14日 67日間

・売布 l丁目、売布 2丁目、星の荘、洞司 1丁目、

小林 2丁目、仁）l|北 2丁目、川面 1丁目、 2丁目、

3丁目、 4丁目、御殿山 2丁目で解体作業を実施

・全体で148棟を解体

・支援部隊名及び支援期間

第1次東方施設支援群 2月7日～ 3月26日

栃木県宇都宮市に本部を置く第4施設群を基幹と

し、新潟県上越市、千菓県習志野市、埼玉県朝設

市に所在する部隊で構成

第2次東方施設支援群 3月26日～ 4月15日

神奈川県座間市に本部を置く第 3施設群を基幹と

し、新潟県上越市、神奈川県座間市、埼玉県朝霞市、

山梨県忍野村に所在する部隊で樅成

第301施設隊 2月7日～ 4月15日

（宮山市に所在）

第36普通科連隊 2月7日～ 4月15日

（地元伊丹市所在として全期間にわたり解体支援）

2、ガレキ遥搬

• 河川敷仮置場からフェニックス埋立地までの搬送

・期間 1月25日～ 4月26日（瓦礫搬送のみ本日

以後も派造、最終日の26日まで支援いただく予定）

・搬送抵 4月14日現在

ダンプ延べ1.138台

ガレキ4.509トン

・支援部隊名 期間

愛知県挫川市所在の第10特科連隊 1月25日～

31日

第36普通科連隊及び宇治市所在の第 3施設大隊

2月3日～ 4月26日

3.給食炊き出し支援 l/18早朝午前 3時 10台

• 14日間 14,245食

支援部隊 第36普通科連隊

4、入浴支援

• 共月間 2月3日～ 3月18日

• 利用者 延べ5,846名

・支援部隊

北海道東千歳所在の第 7後方支援連隊

第36普通科連隊

5、給水支援

・期間 1月18日～30日

・給水罰 延べ177トン

・支援部隊

第3師団第36普通科連隊

名古屋市所在の第10師団
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虫屎総第 I I 5り

平成 7 り '• 2 Jl 3「l

純 l:「1符i隊
第 3 0Ili l•l| l↓ 浅）1： Pli 久欧

出版iiiLと正司

兵hl｛リ＆I対部地姦に伴う倒版家ht等の除去について（波 品`／）

t,:記について、下記のとおり実施された＜汲討／致します。

9
し

"UII 

1 除去すぺき倒淡家屈等の所在地及び数

(1) 所在地

(2) 家屋等数

：宝塚市）II而 1丁目外

冒―
更
口
止
＿

応
団
饂

l

泰

添付孜料参照 （地域）

（必製により住宅地図等を以て示します。）

全壊 7 0 0棟

半壊 19 0 0棟 合計 2600棟

2 期間

平成7年 2月 7日 ～ 撤去完了時まで

3 本作業を投請するに当たり、私共において予め、

・家屋等の所有者及び地権者等の同滋を取り付けること

・NTT、関西電力、ガス会社及び隣接家屋等と事iliI潤整を行なうこと

・地元民l開業者等からの同慈を取り付けること

・除去作業に際し、所要の戦員又はこれに削ずる者（警察官等）を立会させること等の処齢を実施しま

すが、万一本作業に関し、 トラプルが発生した場合は、私共において一切のr,i任をとりますので、念の

ため巾し添えます。
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添付賓料

場 所 ① 宝塚市川面、沿荒神周辺地域 （川而 l丁目外）

② 宝塚市売布、星の荘周辺地域 （売布 1丁目外）

③ 宝塚市大成町、大吹町周辺地域（大成町外）

④ 宝塚市中筋、山本周辺地域（中筋 1丁目外）

⑤ 宝塚市仁川周辺地域（仁！l|北 1丁目外）

対象家届等 ① 宝塚市川而、消荒神周辺地域 約765戸
② 宝塚市売布、星の荘周辺地域 約705戸

③ 宝塚市大成町、大吹町周辺地域 約508戸
④ 宝塚市中筋、山本周辺地域 約337戸
⑤ 宝塚市仁川周辺地域 約283戸

家屋のオ構造 木造平屋建て、木造 2階建て

備 考

添付秤類地域の概要図

自衛隊が担任できる倒壊家届除去の要件

1 緊急性があり、作業可能な木造建築

(1) 緊急性を有するものとは

（余捉等の発生により 2次災害の危険性を有する物件）

ア 隣家等に被害を及ぼす可能性の大きいもの。

合計

約2598戸

第36普通科連隊

イ 公共性を有し比較的通行の激しい道路に倒壊し、人 ・車等への直接の危険性及ぴ交通の妨げになる可能性の

大きいもの。

ウ 倒壊することにより 、砒気、地話等の公共性を有する電線、電柱等に被害を及ぽす可能性の大きいもの。

(2) 自衛隊の作業能力として可能なものとは

ア 木造建築の平崖又は 2階建て 1階が崩壊して 1階状となったもの。

イ ー戸建であること。

ウ 自衛隊のユンポ、ダンプトラックの進入が可能なもの又は小型ユンポ、小型ダンプの市からのリースを得て

進入及ぴ解体が可能なもの。

工 近傍に駐車場（大型 3~4両、中型 6両程度）が確保できるもの。



兵庫県南部地尼に係る瓦礫等の処理に関する協定祖

平成7年兵JilI県南部地周災害派追に伴う瓦茂等の処理について、宝塚市長（以下「Il」という。）と、

陸上自衛隊第3師団長（第36酋通科連隊艮） （以下「乙」という。）は、下記のとおり協定する。

l り1は、行方不1リ1者の捜索、 2次災害の防止等の差し辿った危険の除去（余粛対策を含む。）及び救援

活動の実施場所の確保のため、乙に対し、 1Pl壊家屈や瓦牒の除去及びその翰送 ・（以下 「瓦礫等の処理」

という。）を依粕することができる。

2 乙は、甲から瓦礫の処理依粕を受けた場合、乙の保有する能力の範llllにおいて、これを処理するもの

とする。ただし、更地にするための作業及び不・可燃物の仕分け作菜は実施しないものとする。

3 兵庫県知事の嬰請に基づき中部方面総監が現在実施している災宵派辿0)主たる話動である応忍救楼括

動が終了した場合には、乙は瓦礫等の処理を中止するものとする。

4 甲は、木協定に基づき乙が実施する瓦楳等の処理に関し、次の各号に留意するほか、 •Ji一紛争が発生

した場合には、 rt任を持ってこれを処理するものとする。

(l) 対象物に関する作染リストを乙に提出し、作菜に関する必要事項（場所、数、状l誤等）を明確にす

ること。

(2) 作菜に際し、所嬰の戦且又はこれに準ずるもの（笞察宜等）を1ヽ［会させること。

(3) 倒壊家屋等の所有者及び地権者等の同意を取り付けること及び対象家屋内の家財等の始末について、

事前に所嬰の処腔を講ずること。

(4) 事前に兵庫県と協議し、 N‘l‘‘l̀、関囲雹力、ガス会社及び隋接・周辺家屋等の事iiij調整及び必要な

処四を購ずること。

(5) 菜者等との軋礫が生じないよう措四すること。

(6) 乙の作業に係わる駐III場及び宿泊場所等を確保すること。

(7) :i.J~前に兵煎県と協謂し、作菜l/jJに必要な措樅（交通規制、立入制限、愉送路の碓保等）を講ずるこ

と。

5 協定締結の証しとして、協定也2部を作成し、川乙それぞれ記名押印のうえ各 1部所持するものとす

る。

6 この協定により難い場合には、その都l即ll乙IUlで協定するものとする。

平成7年え月 7日

冒呈
事
積
山

霞
冒
藍

一
泰司正長-J
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乙 陸上自衛隊

第3師団艮

陸 将 浅 井 tl{

（第36普通科迎隊長）

(1等陸佐熱川雄

師

EP
3
 

第4章 救援・復旧対策の実施 211


